
条例第 54号

宇和島市保育所等設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 7年 12月 22日

宇和島市長 預療女

"



宇和島市保育所等設置条例の一部を改正する条例 

 

宇和島市保育所等設置条例（平成17年条例第113号）の一部を次のように改正する。 

 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

改正前 改正後 

（設置） （設置） 

第２条 法第35条第３項の規定により、保育所を次のとおり設置す 

る。 

第２条 法第35条第３項の規定により、保育所を次のとおり設置す 

る。 

名称 位置 

宇和島市立住吉保育園～宇

和島市立嵐保育園 （略） 

 

宇和島市立北灘保育園 宇和島市津島町北灘甲2142番地の７ 
 

名称 位置 

宇和島市立住吉保育園～宇

和島市立嵐保育園 （略） 

 

  
 

２ （略） ２ （略） 

 （乳児等通園支援保育料） 

 第９条 市長は、乳児等通園支援（児童福祉法第34条の15第１項に

規定する事業をいう。）を実施したときは、当該乳児等通園支援

を受けた児童の保護者等から当該乳児等通園支援に係る費用（以

下「乳児等通園支援保育料」という。）を徴収する。 

 ２ 前項の規定により徴収する乳児等通園支援保育料の額は、規則

で定める。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを減額

し、又は免除することができる。 

（その他の費用負担） （その他の費用負担） 

第９条 （略） 第10条 （略） 



（保育料等の納付） （保育料等の納付） 

第10条 保育料、延長保育料及び一時預かり保育料       

     は、毎月市長の指定する納付期限までに納めなければ

ならない。 

第11条 保育料、延長保育料、 一時預かり保育料及び乳児等通園

支援保育料は、毎月市長の指定する納付期限までに納めなければ

ならない。 

（管理及び運営の委託） （管理及び運営の委託） 

第11条 （略） 第12条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（委任） （委任） 

第12条 （略） 第13条 （略） 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


